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新  旧  

第１条から第３条まで  略  

 

（契約の保証）  

第４条  甲が求めたときは，乙は，この契約の締結と同時に，次の各号の

いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第５号の場合

においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を甲に寄

託しなければならない。  

(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

銀行 ,甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社

（以下「保証事業会社」という。）の保証  

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による

保証  

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保

証保険契約の締結  

２  乙は，前項の規定による保険証券の寄託に代えて，電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的

方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め，甲

が認めた措置を講ずることができる。この場合において，乙は，当該保

険証券を寄託したものとみなす。  

３  第 1 項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額 (第５項

において ｢保証の額 ｣という。 )は，契約金額の 100 分の 10 以上としなけ

ればならない。  

４  乙が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合

は，当該保証は第 24 条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合

についても保証するものでなければならない。  

５  第１項の規定により，乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付し

たときは，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたも

のとし，同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは，契約保証

金の納付を免除する。  

６  契約金額の変更があった場合には，保証の額が変更後の契約金額の

100 分の 10 に達するまで，甲は，保証の額の増額を請求することがで

き，乙は，保証の額の減額を請求することができる。  

 
第５条から第１５条まで  略  

 

 （前金払）  

第 16 条  甲は，契約書で前払金の支払を約した場合において，乙が保証

事業会社と履行期限を保証期限として，公共工事の前払金保証事業に関

する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」とい

う。）を締結したときは，１億円（ただし契約金額が 10 億円以上の場合

第１条から第３条まで  略  

 
（契約の保証）  

第４条  甲が求めたときは，乙は，この契約の締結と同時に，次の各号の

いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第５号の場合

においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を甲に寄

託しなければならない。  

(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

銀行 ,甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社

（以下「保証事業会社」という。）の保証  

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による

保証  

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保

証保険契約の締結  

 

 

 

 

 

２  前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額 (第５項に

おいて ｢保証の額 ｣という。 )は，契約金額の 100 分の 10 以上としなけ

ればならない。  

３  乙が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場

合は，当該保証は第 24 条第２項各号に規定する者による契約の解除の

場合についても保証するものでなければならない。  

４  第１項の規定により，乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付

したときは，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われ

たものとし，同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは，契

約保証金の納付を免除する。  

５  契約金額の変更があった場合には，保証の額が変更後の契約金額の

100 分の 10 に達するまで，甲は，保証の額の増額を請求することがで

き，乙は，保証の額の減額を請求することができる。  

 

第５条から第１５条まで  略  

 

 （前金払）  

第 16 条  甲は，契約書で前払金の支払を約した場合において，乙が保証事

業会社と履行期限を保証期限として，同条第５項に規定する保証契約

（以下「保証契約」という。）を締結したときは，１億円（ただし契約

金額が 10 億円以上の場合は，契約金額の 10 パーセント）を限度とし
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は，契約金額の 10 パーセント）を限度として，乙の書面に基づく請求に

より，契約金額の 30 パーセント以内の額（ 10 万円未満の端数は切り捨

てる。）を前払金として支払うものとする。  

２  乙は，前項の前払金の支払を受けようとするときは，この契約締結後

に保証事業会社と締結した保証契約を証する書面（以下「保証証書」と

いう。）を甲に寄託したうえで，前払金の請求をしなければならない。  

３  乙は，前項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方法であっ

て，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，甲が認めた措置を

講ずることができる。この場合において，乙は，当該保証証書を寄託し

たものとみなす。  

４  甲は，第１項の請求を受けたときは，遅滞なく前払金を支払わなけれ

ばならない。  

 

第１７条から第３２条まで  略  

 

 （情報通信の技術を利用する方法）  

第 33 条  この約款において書面により行わなければならないこととされ

ている指示等は，法令に違反しない限りにおいて，電磁的方法を用いて

行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなけ

ればならない。  

 

 
第３４条  略  

て，乙の書面に基づく請求により，契約金額の 30 パーセント以内の額

（ 10 万円未満の端数は切り捨てる。）を前払金として支払うものとす

る。  

２  乙は，前項の前払金の支払を受けようとするときは，この契約締結後

に保証事業会社と締結した保証契約を証する書面（以下「保証証書」と

いう。）を甲に提出したうえで，前払金の請求をしなければならない。  

 

 

 

 

３  甲は，前項の請求を受けたときは，遅滞なく前払金を支払わなければ

ならない。  

 

第１７条から第３２条まで  略  

 

（情報通信の技術を利用する方法）  

第 33 条  この約款において書面により行わなければならないこととされて

いる指示等は，法令に違反しない限りにおいて，電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことが

できる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならな

い。  

 
第３４条  略  

 


